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入院中の患者様への面会について【簡易版】 

 

入院中の患者様への面会について 

基本方針 

当院では、入院中の患者様に対するご家族等の面会を、感染対策等の正当な理由がない限

り制限しません。 

面会は、患者様の療養生活の質の向上・尊厳の保持、そして円滑な退院支援にとって重要

なものと考えています。 

面会の原則 

• 面会は原則として可能です。 

• 人数のみを理由として一律に面会を制限することは原則として行いません。 

• 感染状況等により、やむを得ず一時的な制限を行う場合がありますが、制限は必要

最小限とし、状況が改善し次第、速やかに解除します。 

ご案内 

面会に関する考え方や運用について詳しく説明した「面会・荷物の受け渡しに関してご案内」

をご用意しています。ご希望の方は病棟職員または相談窓口までお声かけください。 
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